
平成 30 年度 北広島市住み替え支援協議会 

 

 

日 時：平成 31 年 3 月 5 日(火) 15 時 00 分～ 

場 所：北広島市役所 3 階 会議室 3Ｄ 
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１ 開会  

 

２ 住み替え支援事業について 
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平成 30 年度 北広島市住み替え支援協議会座席表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

北海道信用金庫 

我満支店長 

㈱エンタープライズ 

北條代表取締役 

JMPサンライズ㈱ 

羽田代表取締役 

 

  

  

(有)サンエステート 

川俣代表取締役 

  

  

  

出入口 

(有)KCマネジメント 

三浦事業部長 

㈱ヘイワ 

続石代表取締役 

 

  

㈱八城地建 

吉田代表取締役   

エルム建設㈱ 

巽常務取締役   

  

  

  
北海道銀行 

小野支店長 

  

(独)都市再生機構 

立木所長 

北広島市 

 米川室長 

北広島市 

 高橋部長 

北広島市 

 伊達課長 

北広島市 

 畠山主事 

  
北広島市 

 髙嶋主査 

㈱八城地建 

宮下店長   
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平成 30 年度 北広島市住み替え支援協議会出席者名簿 

 

業種等 所 属 等 役 職 氏 名 出欠 

金融業 

北洋銀行 北広島中央支店 支店長 佐橋 正二 欠 

北海道銀行 北広島支店 支店長 小野 歩 出 

北海道信用金庫 北広島支店 支店長 我満 光昭 出 

UR 住宅 
独立行政法人都市再生機構 

北海道エリア経営センター 
所長 立木 健 出 

不動産業 

株式会社エンタープライズ 代表取締役 北條 智明 出 

有限会社ＫＣマネジメント 事業部長 三浦 久志 出 

有限会社サンエステート 代表取締役 川俣 陽夫 出 

ＪＭＰサンライズ株式会社 代表取締役 羽田 好志 出 

ティーエスジー株式会社 店長 成田 裕江 欠 

株式会社ヘイワ 代表取締役 続石 平蔵 出 

株式会社八城地建 代表取締役 吉田 篤史 出 

株式会社八城地建北広島店 店長 宮下 政美 出 

北広島市 

建設業協会 
エルム建設株式会社 常務取締役 巽 雅幸 出 

北広島市 

北広島市 市民環境部 部長 高橋 直樹 出 

北広島市 災害復興･市民参加室 室長 米川 鉄也 出 

北広島市 災害復興･市民参加課 課長 伊達 千秋 出 

北広島市 災害復興･市民参加課 主査 髙嶋 真一 出 

北広島市 災害復興･市民参加課 主事 畠山 謙志 出 
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住み替え支援事業   

１ 住み替え支援セミナー・相談会について 

住み替えに関する意識啓発や相談体制の構築、市民ニーズに対応した住み替えの実現に

向けた「住み替え支援セミナー・相談会」を実施。今年度については、全４回の開催とし、

団地住民センターのほか、大曲夢プラザ、北広島市役所においても実施。 

  今年度の新たな取組として、第 3 回、第 4 回のセミナーを 2 部制で実施。 

第 1 部「高齢者住宅への住み替え」 資料 4 

第 2 部「住替え後の住宅の活用や処分」 資料 5 

 

住み替えに関する個別相談については、市役所災害復興･市民参加課窓口にて随時対応 

 

●参加者数の状況(実績) 

 

    

●アンケート調査の結果 

・全体的な満足度は高い。 

・住み替えについて継続的な支援を求める声が多い。 

 

●平成３１年度の実施に向けて 

 ・セミナーについては、地道な取組が必要であることから、継続実施する。 

 ・相談会については、セミナーと同日には実施せず、別途日程を設定して実施する。また、

空家相談会などのイベントを実施する。 

 

 

 

 

実施日 場所 セミナー(人) 個別相談会(組)

第１回 6月15日 団地住民センター 8 1

第２回 8月30日 大曲夢プラザ 6 1

第３回 12月20日 市役所 54 ―

第４回 2月22日 団地住民センター 68 ―

合計 136 2
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２ 住み替え支援バスツアーについて 

●ツアーの概要 

日 時 平成 30 年 11 月 21 日（水） 

場 所 サービス付き高齢者向け住宅「しおん」 

（北広島団地地域サポートセンターともに） 

参加者 23 名（男性 8 名 女性 15 名） 

概 要  

 ・施設担当者から、施設の概要等について説明（約 10 分） 

・施設全体の見学（約 45 分） 

・施設管理者から入居にかかる費用などの具体的な説明（約 10 分） 

 

●アンケート調査の結果 

 ・実際に見学することで、イメージもわきやすく参考になった 

 ・他の施設も見学してみたい 

 

●平成３１年度の実施に向けて 

・施設見学に関するニーズが高いことから、継続実施する。 

 

３ 空き地・空き家バンクのリニューアルについて 

 ・平成 31 年 4 月 1 日からサイトのリニューアルを実施します。 

   

・登録手続きの簡略化、掲載物件の要件の緩和など、運用の見直しを行います。 
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４ 空き家相談会の実施について 

空き家所有者のニーズに対応するとともに、本市の空き家問題の解消を目的として、空

き家所有者に対して、空き家に関するサービスを提供する企業等との相談の機会を提供す

る。詳細は資料 6 を参照 

 

５ 平成３１年度 市の助成制度について（予算案ベース） 

●子育て世代マイホーム購入サポート事業 

～子育て世代の移住・定住を促進するため、市内転居者や転入者を対象に、住宅を取得

するための費用の一部を助成する。子育ての安心と親世代の安心につながるような同

居・近居への支援など、加算型の助成事業として実施する。 

基本額３０万円、次の条件を満たす場合最大７０万円まで加算（①１８歳以下の子ども

がいる、②市外から転入、③親世帯と同居か近居、④北広島団地地区の住宅を購入） 

 

 

 

 

                            

●住宅リフォーム支援事業 

～改修工事または建築設備工事のうち住宅の住居部分にかかるもので市内建設業者（市

内に本店がある法人や市内に住所がある個人でリフォーム工事に必要な資格がある事業

者）が行う工事かつ住宅リフォーム費用（対象経費）が 50 万円（税込）以上の工事 に

対して、住宅リフォーム費用（対象経費）の 10 分の 1（上限 10 万円、千円未満切捨

て）を助成する。 

●リユース住宅活用サポート事業 

～既存住宅の活用、定住の促進を図るため、空き家などの中古住宅を購入した者に対し、

リフォーム費用の一部を助成する。（対象経費の1/5、上限20万円） 

●空き家解体費補助金 

～空き家の流動化を促進し、景観の改善のみならず、住民の安全確保、地域の活性化を図

るため、空き家の解体費の一部を助成する。（対象経費の1/3、上限30万円） 

●木造住宅耐震診断・改修事業補助金 

～旧耐震基準木造住宅の所有者に、耐震診断と耐震改修に要する費用の一部を助成。 

・耐震診断：経費の 3 分の 2 以下、1 住宅につき上限 2 万円 

・耐震改修：耐震改修工事にかかる経費の一部（限度額30万円） 

フラット 35 の金利引下げ 

 住宅金融支援機構との協定により、子育て世代マイホーム購入サポート事業の助成対象者のうち、

18 歳以下の子どもがいるか、市外から転入している方を対象に、住宅ローンフラット 35 の金利

を 5 年間▲0.25％引き下げる事業 



ＮＰＯ法人札幌高齢者住まいのサポートセンター

一般社団法人シニアライフサポート協会

住宅事業部 後藤 達也

「高齢社会と高齢者住宅事情」

平成30年度北広島市住み替え支援協議会 資料４



高齢者住宅･施設のあれこれ

■入居時の年齢は？ 80代半ば～が多い
■男女比 女性８ 男性２が多い
■身元引受人・保証人は？ 必要が大半
■夫婦での入居について ニーズは多いが部屋が少ない（一人ずつも）
■部屋の広さ 13㎡～25㎡くらいがほとんど(ほとんど個室)
■対応不可な医療行為 24時間看護師がいないと不可の場合も
■認知症でもずっといれる？ ホームの介護体制による
■生活保護対応 関西は半数が対応。関東は民間は数件
■入居後の楽しみ 入浴・食事・レク
■食事について 自己調理・食堂・宅配など様々
■お酒やタバコ ホームによる
■お風呂の回数 介護付きで週に2回。それ以上はオプション料
■退去要因 迷惑行為・医療関連
■医療連携 個別に訪問医と契約することが多い
■リハビリ ホームによって差が大きい
■ホームでの看取り 医療連携による。増えている
■ペット可能 少ないがある



世界の高齢化率ＴＯＰ５

位 国 高齢化率

1 日本 26.34%

2 イタリア 22.40%

3 ギリシャ 21.39%

4 ドイツ 21.24%

5 ポルトガル 20.79%

24 イギリス 17.76%

38 米国 14.78%

51 韓国 13.12%

66 中国 9.55%

～

高齢化率（こうれいかりつ）とは、65歳以上の
高齢者人口（老年人口）が総人口に占める割合
のこと。 高齢化率の上昇は、近年の日本の他に
も欧米をはじめとする先進国で顕著な傾向で、
少子化と合わせて「少子高齢化」とも言われる。
日本の高齢化率は、1935年には4.7％であった。
高齢化社会： 7％
高齢社会： 14％
超高齢社会： 21％

日本は世界でもダントツの高齢化
率となっています。日本は世界の
どの国よりも積極的に高齢化問題
と向き合っていく必要があります。



平均寿命と健康寿命の差

皆さん、この10年を
どこで誰と過ごしますか？

厚生労働省、２０１４年版厚生労働白書より



自宅

高齢者施設・住宅への住み替え

病 院 老健
【中間施設】
強化型・従来型

特 養 介護３～

有料老人ホーム 介護付

住宅型

サ高住 介護型

自立型

軽費老人ホーム 自立～支援

自宅に戻る リフォーム

介護者の
存在

急性期

回復期

慢性期

ＧＨ（認知症）

介護療養型
医療施設

住み慣れた自宅で出来るなら最後まで過ごしたいと思う方が殆どである。ただ一方で、
高齢期である「人生の後半」で何か起こるか分からないと漠然とした不安を抱えている
方も多い。万が一病気や怪我などで介護状態になり、住み慣れた自宅以外で生活せざ
るをえない状況になった時、様々な施設、住宅の選択肢の中から住み替え先を選定す
る必要があることをイメージしておく。



自宅にずっと住み続けることは可能か

【1番の望みは住み慣れた自宅にずっと住み続けること】
終の棲家として自宅にずっと住み続けることは可能か？

【独居･夫婦のみ】
独居や夫婦（老老介護）は、介護度が重度になると家族のサポートがないとそ
のまま住み続けるには厳しい状況である。

【家族同居の場合】
在宅介護でも重度の場合は、介護保険を使ったとしても家族の負担がとても重
い。
⇒本人の意向も大切にし、介護する方、される方双方にとってベストな選択を
取れるようにしたい。

在宅介護＋在宅医療＋家族のサポートが必要



どのような状況で施設に入居するか

さきほどの入居時の年齢が80代半から読み取れること

→施設に入居で多いのは、病院に入院して自宅に戻れず、
そのまま施設入居するケースです。

＜問題点＞

・退院日が決まっており、ゆっくり検討できない

・本人の意思よりも家族の希望を優先（家から近い等）

→自宅で最期を迎えること希望しても叶わないこともありうる。あ
らかじめ色々な施設の情報などを本人が集めておくことが重要。



なぜ高齢者の住宅探しは難しいのでしょうか。高齢者が一般の賃貸住宅を
借りるのはかなり困難で、その理由の最たるものは、家主も貸したがらない
し不動産業者も扱いたがらないからです。高齢者が一般住宅に敬遠される理
由は何なのでしょうか？

① 認知症を患い他の入居者とトラブルになる ➡︎ 意思の疎通の問題

②コンロの消し忘れ等などから火事の可能性 ➡︎ 火事のリスク

③さらに独居の場合は孤独死となってしまう可能性

➡︎ 事故物件（孤独死、孤立
死）

④家賃滞納の問題 ➡︎ 低年金、身元保証人不在

通常の賃貸借契約の場合、貸主は賃借人である高齢者が住み続けることを
承諾しなければいけません。様々なトラブルの可能性があると貸主も貸しづ
らくなります。結果として高齢者の住まい探しは難しくなるものです。

なぜ、高齢者の住まい探しは難しいのか



住まい探しの高齢者が抱える問題

●保証人の問題：家族・親族がいない又は疎遠

●金銭面の問題：低所得（年金）と少ない貯蓄

●情報源の問題：入居可能な住宅情報の少なさ

貸主が考える「高齢者入居に対する問題・リスク」

○健康などの不安：病気や介護など

○事故などの不安：火事やご近所トラブルなど

○独居の不安：孤独死など



高齢者住宅探しが難しい 社会背景等

▷その１ 種類・数の多さと多様化 「似て非なるもの」

超高齢社会への変貌、制度の移り変わりにより公的な施設や民間主導の高齢者
向け住宅が整備されたことにより、高齢者の施設や住宅の種類、数は急激に増
加しました。また高齢者向け住宅の代表でもある「サ高住」ひとつとっても、
自立型から介護型まで多様化していることで、医療介護福祉の従事者でも分り
にくく複雑なのが実情です。

▷その２ 繰り返される制度の改定 「介護報酬改定3年 診療報酬改定2年」
3年毎の介護保険制度改定、2年毎の診療報酬改定も含め、定期的に短い期間

で繰り返される改定。介護施設はもとより高齢者住宅においても高齢者の住ま
いである以上、医療や介護サービスも深く関わるため、影響が生じてきます。

▷その３ 人生100年時代 「長生きリスク」
施設でも住宅であっても当然費用がかかります。医療技術の進歩等による要

介護期間の長期化は、同時にいつまで続くのかの「長生きリスク」にもなりえ
ます。今現在の年金で賄うことが出来ていても目減りし、逆に施設や住宅の費
用負担は増加傾向にあり（人件費、食材費などの高騰などが理由）、先の見通
しが立たないと心配されるのも当然です。



特 養

有料

サ高住



高齢者住宅種類と棟数（北広島市／札幌市）

備考 介護付は総量規制１０年近く新規なし
住宅型は無届からの移行型がここ数年は多い
シニア向け賃貸住宅は未届けである以上、把握が困難

種 類（タイプ） 北広島市 札幌市

サービス付き高齢者向け住宅 ６ ２２７

住宅型有料老人ホーム １ ２４８

介護付有料老人ホーム ２ ６７

シニア向け賃貸住宅（推定） ３ ２５０～３００

合 計 約１２ 約８００

平成３１年２月現在



札幌１０区／住宅タイプ別 軒数
平成31年1月現在

サ高住 住宅型有料 介護付有料 合 計

中央区 ５０ ３０ １０ ９０

北 区 ２６ ３３ ６ ６５

東 区 ２５ ５８ ５ ８８

白石区 ２３ ２０ ８ ５１

豊平区 ２３ ３６ ８ ６７

厚別区 １０ ８ ６ ２４

清田区 １５ ７ ６ ２８

西 区 ２４ ２１ ７ ５２

手稲区 １７ ６ ３ ２６

南 区 １４ ２９ ６ ４９

合 計 ２２７ ２４８ ６５ ５４０



国土交通省・厚生労働省共管

厚生労働省管轄

未届・無届ホーム

シニア向け賃貸住宅

高齢者住宅の主な４類型

サービス付き
高齢者向け住宅

住宅型
有料老人ホーム

介護付き
有料老人ホーム



サービス付き高齢者向け住宅 ①
概要・特徴
2011年10月から制度化された比較的新しい高齢者向けの住宅の１つ。建設にあた
り補助金が助成され、税制面で優遇措置があったりなど民間主導で急増。あくまで
も賃貸住宅であり「サービス付き」のサービスが指すものは、生活相談と安否確認
のみ。よって医療や介護サービスと勘違いを起こしやすいので注意が必要。

入居対象者
おおむね60歳以上の方、または要支援・要介護認定を受けている方。

制度基準
〇ハード面：バリアフリー構造（段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等）

専用部分の床面積：18㎡以上（約11畳）
※原則25㎡以上だが、食堂や大浴場なお高齢者が共同して利用するために十
分な面積を有する場合は、18㎡以上で良いとされる。
付帯設備：トイレ・洗面設備・クローゼット

〇ソフト面：必須サービス「安否確認と生活相談が義務付け」
※日中ケアの専門家（介護福祉士、ホームヘルパーなど）が常駐
それ以外のサービスは各住宅の裁量に委ねられている。

〇契 約 ：賃貸借契約（入居時敷金程度）



サービス付き高齢者向け住宅 ②
現状と課題
・設置主体にしばりもなく建設・設備に補助金を助成したことが建設ラッシュに拍
車をかけている。
・全国のサ高住を検索できる「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」よ
り最新の棟数など調べることが出来る（任意だが運営情報の公表状況も閲覧可）
・住宅毎に入居要件を設けている住宅も増えている（要介護1以上など）ので詳細
を確認する必要がある。
・人手人材不足は顕著になりつつあり、入居予約している高齢者がいるが職員の補
充増員が間に合わないためフロアをオープン出来ない住宅も。
・元気なうちから入居可能な「自立型」から、主には要支援・要介護者を対象にし
た「要介護型」、自立型と介護型が一体となった「一体型」「複合型」などタイプ
も様々。
・自立型サ高住は、日中のみ生活相談員が常駐し、夜間や土日は警備会社が緊急時
対応する住宅もあり。
・ここ最近は自立型より介護型の割合が増え「住宅」というよりむしろ「施設化」
しているのが実態で、介護サービス事業所を併設した施設代替なサ高住が増えてい
る。



有料老人ホーム
介護付、住宅型、健康型の3種類に大別。

〇介護付有料老人ホーム 「特定施設入居者生活介護」
各都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたもの。介護サービス
計画に基づき、食事や入浴、排せつなどの他、日常生活に必要な介護を施設常駐
の職員は24時間体制で介護する施設。職員配置３：１、看護師常勤など国が定め
る基準よりもさらに手厚い看護介護体制を整えた住宅もある。近年は自治体毎に
総量規制を設けており、新規の介護付きは殆どない。中には入居一時金を支払う
タイプの住宅もあり。
※入居一時金
家賃約5～15年分を一定期間前払いする。住宅毎に償却期間、初期償却率が定め

られているので、早期での途中退去の際には返却金額に差がある。

〇住宅型有料老人ホーム 「他と混同しやすく混乱を生じやすい住宅タイプ」
有料老人ホームでありながら、制度上の位置づけとしてはサ高住に近いのが「住
宅型有料ホーム」生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの住宅で、介護が必
要になった場合は入居者自身の選択により、外部の介護保険サービス（訪問介護、
ディサービスなど）を利用しながら生活を継続することも可能。24時間看護師が
常勤した医療に強い住宅など、サ高住同様にタイプが様々で幅が広い。



★介護付きと住宅型の違い★

住まい 住まい

介護付き

特
定

施
設 住宅型

（サ高住）

ホームの
介護サービス

外部サービス
（訪問介護、ディサービスなど）

併設介護事業所



介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

介護保険 特定施設入居者生活介護
居宅サービス（併設・外部）を入居者が自ら
サービス事業所と契約して利用する

介護負担 包括払い 出来高払い（区分限度支給額）

メリット

ホームの職員が２４時間全て生活支援、介
護サービスにあたる。隙間なく常時介護を必
要な場合、介護度が重くなると負担分もなだ
らかに。隙間のケア、臨時のケアにも対応可
能。看護師常勤、定額制なので費用は分り
やすい。

訪問・通所・福祉用具など自宅にいるよう
にサービスを利用可能。自由に組み合わ
せられる。

住宅に事業所が併設した住宅も増えており、
一体的に介護サービスを利用できる。
比較的新しい住宅もある。

デメリット

要介護度に応じてサービスの授受に関係な
く負担が必要なので、それ程サービスを利用
しない人にとっては割高に感じることも。介護
保険の外部サービス併用不可なので、ホー
ムでの生活がほとんど。築年数は古いところ、
居室トイレの戸はカーテンが多い。

時間限定なので、常時の見守り介護が必
要となると難しい。上限を超えると実費
サービスとなるケースもあり。

サ高住とは異なり居室にトイレが無く、共用
トイレのみの住宅も。



介護保険サービスの利用限度に関して

住宅にかかる固定費（家賃・共益費・食費・水道光熱費など）とは
別に電話回線・テレビ受信料・新聞や介護保険サービスの利用に関
して費用が発生する。

要介護度 利用限度                  特定施設入居者生活介護

30日あたり 1日あたり

要支援 1 5,003 5,490 183

2 10,473 9,420 314

要介護 1 16,692 16,260 542

2 19,616 18,240 608

3 26,931 20,340 678

4 30,806 22,290 743

5 36,065 24,360 812



シニア向け賃貸住宅
「身寄りが無く行き場のない低所得者の受け皿／未届・無届ホーム」

概要・特徴
高齢者向けのサポートマンションや共同下宿、社員寮や学生寮など様々な集合住宅
を高齢者向けに一部改良を加えて比較的安価な費用で入居可能な住まいとして提供。
食事付が多いが、介護サービスなどは外部利用となる。
※有料老人ホームとは
老人（６０歳以上）を入居させ「入浴や排泄若しくは食事の介護」、「食事の
提供」「洗濯、掃除等の家賃」「健康管理（介護等）」のいずれかのサービスを
提供する「事業」を行う施設。

現状と課題
・「未届け」である以上、その正確な数や実態を全ては把握しきれていない。
・これまでいくつかの火災事故が起こるたびに無届け施設は社会問題化。
・行政は老人福祉法のもと、未届け有料老人ホームには届出促進及び指導等の徹底
を行っている（ただし手続きの煩雑さや高額な改修費などの理由により届出をため
らう住宅も多い。）
・サ高住などより月額1、2万円程安く入れる場合が多い。経営者やホーム長が社会
福祉の理念を持ち、親身に家庭的な雰囲気で生活支援される未届ホームは行き場の
無い高齢者の受け皿になっているのが現状（ただ同時に医療介護報酬の囲い込みや
虐待など、問題があっても外部からのチェックが入りにくいことから、抜本的な法
整備が待たれるところ（平成30年4月から事業停止命令を出すことも可能。）



⑨生活支援サービス

⑩リハビリ／レクリエーション

／趣味活動

⑪運営母体

⑫スタッフ対応

⑬緊急時対応

⑭地域とのつながり

失敗しない終の住処の探し方
―１４のチェックポイントー



① 立地／環境条件
住まいである以上、居住地域は大きな要素を占めます。とりわけ行動範囲が狭くなっ

ている方や馴染みのない地域に住もうとしている方にはとても重要な要件です。本人が
慣れ親しんだ地域が良いか、家族が通いやすい場所が良いか、選ぶ段階で誰を中心にエ
リアを選定するかが重要となります。

自立型：元気な本人が中心

・自ら公共交通機関を利用できるか（バス停、地下鉄、ＪＲまでの距離等）。

・郵便局や銀行、医療機関などへの行き来に不便はないか。

・シャトルバスなど無料で利用出来る送迎支援はあるか。

・部屋からの景観、眺望は良いか。

➡︎ 自立型は自分自身が外出するので、周辺環境が整っていることがポイントになり
ます。

介護型：家族など介護者が優先

・家族が通いやすい場所か（自宅や職場近くなど）。

・ディサービスなど通所サービスを引き続き利用する場合、送迎範囲か。

・職員が集まりやすい場所か（人手不足により職員が集まらないと困っている住宅も）。

➡︎ 介護型は本人が出歩くより、家族など介護者の通いやすさが重視されます。



② 入居時／退去時の条件

高齢者向けの住まいを探す場合、元気なうちに早めに自立型の住まいを
探すのか、要介護状態となり介護サービスを受けられる住まいを探すのか、
住み替えの目的を明確にしておくことが大切です。

入居時条件

・身元引受・連帯保証人の要否、条件については確認したか。

・その住宅の入居要件は自立（要支援）が前提か、要介護以上が前提か。

・認知症の受け入れ体制についてどうなっているか。

・受け入れ困難な病名や処置はあるのかどうか。

退去時条件

・（自立型の場合）介護が重くなったら具体的にどのような状態、介護度で退去にな
りうるのか。

・入居後に病院に入院した場合、どのぐらいの期間、部屋をそのままにしておいても
らえるか。



③ 居 室

これから長く過ごす暮らしの拠点としての個室＝生活上重要な役割を果たす自分の
部屋。部屋の広さと同時にどのような設備が整っているか、将来の暮らしも見据えて
確認することが大切です。

・部屋の広さは家具類を持ち込み、設置可能か。

・押し入れやクローゼットなど収納スペースは十分か。

・窓の方角や大きさ、2重窓やベランダの有無などをチェックしたか。

・トイレ戸の形状（引き戸、開き戸、カーテン等）、介助できる十分なスペースがあ
るか。

・トイレ、洗面所、浴室、キッチン、暖房設備など付帯設備はチェックしたか。

・それ以外の付帯設備（冷暖房エアコン、照明器具、カーテンなど）はあったか。

・緊急通報装置（対話式・通報式）の有無、緊急コールの繋がる先はどこか（日中
帯・夜間帯）。

・車いすでの生活は可能か、手すりの設置は十分か。



居 室（個室）

１８㎡＝約11畳

イメージ図



建物内の共用設備についても確認します。セキュリティ体制なども重要な
ポイントです。入居後の生活をイメージした上で、本人の生活動線や職員の
介護動線、実際に必要な設備、施設全体の雰囲気等を確認しておきましょう。

・建物内の雰囲気、清掃は行き届いているか。

・共用部の採光性の確保、温度設定が配慮されているか。

・食堂はフロア毎か、全入居者が１か所に集まるのか。

・大浴場の有無、共用の個浴はいくつあるか。

・入浴介助が必要な場合は、どのような設備が備えられているか（機械浴の有無など）

・共有コインランドリーの有無、使用料はいくらか。

・娯楽室などの趣味や交流できるスペースはあるか。

・居室とは別に収納できるトランクルームはあるか。

・駐車場の有無と宿泊室（家族などが泊まれる）と、その利用料はいくらか。

④ 共用設備／雰囲気



⑤ 食 事

高齢者住宅への住み替えの中でも重視される方が多いのが「食事」。
毎日お世話になる食事は極めて重要な選択基準になります。

・食事の１日の提供回数は３食、朝夕の２食、１日何食以上などの決まりがあるか。

・食費は月単位の定額制か、１食単位で設定されているか。

・治療食対応（減塩食、腎臓食など）、食事形態（きざみ、荒刻み、ペースト）は
対応可能か。

・お部屋に食事を運んでくれるか、その時に配膳下膳にはいくら費用がかかるか。

・欠食した場合の扱い、清算は可能かどうか。

・食事の提供に工夫はあるか（栄養のバランス・温かい食事）。

・週間／月間の献立表は掲示板などに貼って見やすくしてあるか。

・自炊する場合に部屋の調理機器は整っているか。



費用は条件の中でも、最も重視し検討すべき項目です。許容範囲を
決めて、その内訳をしっかり確認する必要があります。生活するうえ
で考えられる費用を全て把握しましょう。

・毎月かかる費用の内訳（家賃、共益費、管理費など）とその内容を確認したか。

・入居時費用（敷金や火災保険加入費など）の有無、その金額は確認したか。

・入居一時金が設定されている場合、保存措置の有無を確認したか。

・途中退去した場合の敷金の取り扱い、入居一時金の返還金制度（償却期間な
ど）の中身を確認したか。

・介護保険外サービス費（病院送迎、買い物同行、配膳下膳、浴室利用料など）
を確認したか。

⑥ 費用（月額／入居時）



※ これ以外に個別に介護保険料負担、医療費、日用品費用など、数万円が追加でかかる。

月額費用 (概算)



入居一時金 (前払い家賃のイメージ)

※ クーリングオフ制度や償却期間については重要事項説明書を確認する必要あり。

前家賃５年分

６年目以降は家賃か
からず長く住めば得

５年以内の退去だと
初期償却と日割り計
算で一部戻ってくる

例）一時金300万円

前家賃：5年分

月 5万円×12ヶ月＝60万円

年 60万円×5年間＝300万円



医療と介護は健康にかかわる重要な問題。特に高齢者が長期にわた
り「終の住処」として過ごす以上は、医療介護のサポートがどの程度
受けられるか確認する必要があります。

・看護師は常勤しているか（日中常勤／早番遅番／24時間常勤）。

・協力医療機関はあるか（病院／診療所／歯科など）。

・訪問診療は月何回、どこの病院もしくはクリニックから訪問してくれるか。

・服薬管理は行ってもらえるか。費用はどのぐらいかかるか。

・看取り対応は可能か。年間を通じた実績はどの程度あるか。

⑦ 医療サービス体制



⑧ 介 護

住宅のタイプによって外部サービス利用か、併設サービス事業所の利用か、
特定施設かにより受けられる介護サービス、介護体制は大きく異なります。

・介護サービス事業所（訪問介護／ディサービス／定期巡回／小規模多機能な
ど）は併設しているか。

・３大介護（食事、入浴、排せつ）の取り組み体制はしっかりしているか。

・夜間の介護体制、定期的な巡回、見守りはあるか。

・介護度や認知症が重くなってきた場合の対応はどの程度可能か。

・併設事業所がある場合、外部の他社サービスを利用することも可能か。



⑨ 生活支援サービス

住宅の特色、サービスとして各支援サービスがあります。
突然の病気や体調不良などに対し、どの程度、個別対応が
可能かどうか、入居前に確認しておきましょう。

・いつでも困ったことがあれば相談にのってもらえる体制があるか。

・外出支援（病院への送迎、買い物支援など）は行っているか。

・時間帯に応じて定期的な居室への見守り、安否確認はあるか。



⑩ リハビリ／レクリエーション／趣味活動

機能訓練のみならず生活リハビリや、症状の安定、維持
にリハビリがどのように活用されているか、自立支援の考
えがあるかなどを確認しましょう。

・リハビリを実施できる職員の配置はあるか（外部ディサービスを
利用することも可能か）。

・定期的にレクリエーション活動（音楽、運動、創作活動など）を
開催しているか。

・入居者同士で趣味や娯楽活動を楽しめる趣味サークルや同好会は
あるか。

・ホーム主催の行事などは年間を通じて開催しているか。



⑪ 運営母体

民間企業ゆえに運営母体は様々。業績不振などにより住宅運
営が困難になると、経営者が変わることで契約内容も異なる可
能性があります。さらに住宅閉鎖に追い込まれた場合は、早期
に退去を求められるケースもあり注意が必要です。

・住宅を運営している事業者（運営母体）は確認したか。

・住宅事業、介護事業の拠点数や実績の有無。

・経営理念、介護や認知症ケアに対する考えがあるか。

・運営懇親会またはそれに代わるものは定期開催しているか。



⑫ スタッフ対応

設備などのハード面だけではなく、ソフト面は選ぶ上で重要な部分となり
ます。施設長や各事業所の管理者、現場の職員の方々の対応を確認してみま
しょう。

・施設長や事業所の管理者（ケアマネやサービス担当責任者）には会えたか。

・入居者の方に対する対応はどうだったか（言葉遣いや態度、声かけなどの関わり方）。

・身だしなみ、挨拶など基本的な接遇はきちんと出来ているか。

・職員の定着率、勤続年数が長い方だと何年ぐらいの方がいるか。

・定期的にスキルアップ研修を行っているか（接遇応対／ケース検討／認知症ケアなど）。



⑬ 緊急時対応

緊急時の対応こそ、住宅や職員のスキルが問われます。迅速かつ
安全なマニュアルの整備や運用実績の中身についてしっかり確認し
ましょう。

・地震、停電時の対応や防火設備はどうなっているか。

・急変時の対応、特に夜間時の対応は？家族への連絡はどうなって
いるか。

・緊急時の対応マニュアルや緊急連絡先などは貼ってあるか。

・夜間のコール体制はどうなっているか（住宅スタッフ常勤か、警
備会社対応など）。

・緊急時対応に別途費用はかかるか？ かかるとすればいくらか。



⑭ 地域とのつながり

• 施設化し閉鎖的になりつつある高齢者住宅にとり、外部から
の出入りがあり、地域に根差した風通しの良い住宅であるかは
今後、重要な側面となります。

• 積極的に周辺住民や地域のボランティアなどと連携したり交
流したりする機会があるか。

• 玄関が開放され、家族などが気軽に行き来できる雰囲気があ
るか。

• 住宅として地域の人々が参加出来るような、イベントや季節
の行事を定期開催しているか。



地域包括ケア 高齢者住宅が地域の中心となる

(出典：国土交通省 資料)



引越・不用品処分

一軒家や広めのマンションに住んでいる方

１１畳の部屋へ住み替えにあたり、

かなりの荷物を処分する場合もあり

荷物整理を思うと中々住み替えが進まないケースも

〇住宅に持ち込める荷物

電化製品 (テレビ、小さい冷蔵庫）

衣類、机、椅子、仏壇、ベット(レンタル）

カーテン・じゅうたん（防炎） など



不動産処分

①不動産を処分したことで得たお金を元手に

一時金を支払うは難しい

⇒住み替えが先、処分が後になる

②不動産の売買行為が成立しなかった

⇒認知症が発症したことで判断能力なし

後見人制度を利用も数か月かかる。

③空家問題

⇒相続が絡み、処分出来ないと空家へ

管理するにも維持費がかかる



高齢者住宅探しの考え方
譲れない点／優先順位

〇費用について

月額費用と年金との関係

使える金額の７０～８０％を目途に

〇心身の状況

医療行為の有無、認知症の程度

自立型が良いか、介護型が良いか

〇その他 譲れない条件、価値観

医療、介護、リハビリ、立地条件など



住まい探しにおいて１００点満点の住宅を選ぶことはほぼ不可能で
す。①の費用はできるだけ、無理のない範囲を目途に、②も必要不可
欠な条件、譲れない条件が徐々に定まってきます。③の本人と家族の
意向は時に一致しないこともあります。住宅を見学する前に、可能な
限りご本人やご家族で双方のご意向を互いに確認し摺り合わせること
も重要です。

出来れば自宅で最後まで過ごしたいと考えていても、身体機能が低
下したり、認知症を発症しやむを得ず高齢者住宅への住み替えを選ば
ざるを得ない時が突然くるかもしれません。だからこそ、どこでどん
な生活を送りたいかを考えた上で、高齢者住宅を出来れば早めにいく
つか見学しておく必要があります。チェックポイントを参考に、ご自
身が求める譲れないポイントを明確にして、上位は譲らない、中位は
譲歩する、下位は妥協する意識で、終の住処を探してみてはいかがで
しょうか？

ま と め



住み替え支援セミナー【第2部】

住み替え後の住宅の活用や処分

0
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平成30年度北広島市住み替え支援協議会 資料５
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１ 空き家問題

■空き家の状況

2国土交通省 空き家の現状と課題



１ 空き家問題

■所有者不明土地の増加

・所有者不明土地とは

不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても

所有者に連絡がつかない土地

例えば

○所有者を特定できたとしても、転居先が追えないなどの理由により、その所在が不明である土地

○登記名義人が死亡し数代にわたり相続登記がされていないなど、相続人が多数となっており、

その所在の探索が困難となっている土地

・所有者不明土地の面積

国土交通省の「地籍調査における土地所有者等に関する調査」によると全国の所有者不明率は

20.3％ 。土地面積では、約４１0万haに相当する。 （参考：九州の土地面積：368万ha）
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１ 空き家問題

■空き家の増加による地域への影響

4
国土交通省 空き家の現状と課題



２ 空き家所有者の管理責任
■空家等対策の推進に関する特別措置法

・所有者の第一義的責任

：空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めるものとする。

・特定空家等（建築物又はこれに附属する工作物(立木も含む)）

：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

・特定空家等に対する措置

： 助言・指導 ⇒ 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 代執行

・行政による代執行

：特定空家等の除却等の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられたものがその措置を

履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、市町村長が所有者のすべき行為を

実施。代執行に要した費用は、所有者から徴収。
5



2 空き家所有者の管理責任

空き家を放置すると 損害賠償が発生するケース

6北海道 空き家ガイドブック北海道 空き家ガイドブック



3 不動産の相続

■法定相続人

・配偶者は常に法定相続人です。

・配偶者と第1順位の人がまず法定相続人となります。

・第1順位である人がひとりも居ない場合第2順位の人が、

・第2順位である人がひとりも居ない場合第3順位の人が法定相続人になります。

7



3 不動産の相続

■遺産分割協議

：相続人全員の署名と実印の押印により、遺産分割協議書を作成。

形式や書式に特に決まったルールはないが、法務局における不動産の所有権移転登記の際などに必要とな

るため、きちんとわかるように作成する必要があります。

■相続財産に不動産がある場合

①相続人が自ら居住する

⇒ 相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するかの協議が必要

②売却する

⇒ 相続人が複数いる場合は、現金化して分割

（相続財産である不動産を売却して所有権移転する場合、まずは相続人への相続登記が必須）

8



3 不動産の相続

■不動産の所有権移転登記
登記申請は，申請人ご自身で行うことができます。（近くの法務局で相談可能）

<必要な書類>

① 登記申請書

② 添付書類

(ｱ) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書

a 被相続人（死亡した方）の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等

b 相続人となる方々の現在の戸籍謄本

c 遺産分割協議書(申請人以外の他の相続人の印鑑証明書）

(ｲ) 相続人全員の住民票の写し

(ｳ) 委任状（代理人が申請する場合）

③ 登録免許税（通常は収入印紙で納付）

登録免許税の金額 = 固定資産税評価額 × 0.4％

9



3 不動産の相続

■相続税

：相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 か月以内に、被相続人の住所

地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなり
ません。

10
国税庁 相続税のあらまし



4 不動産に関する税金

■固定資産税・都市計画税

：土地・家屋等(空き家も含む)に関する税金で、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。

・固定資産税 ＝ 課税標準額 × 1.4％
・都市計画税 ＝ 課税標準額 × 0.3％（市街化区域内のみ）

【ケース１：平成8年建築 軽量鉄骨造(大曲地区)】 合計 54,000円

【ケース２：昭和54年建築 ブロック造(北広島団地地区)】 合計 48,000円

11

区分 面積
（㎡）

評価額 固定資産税 都市計画税

課税標準額 税額 課税標準額 税額

土地 222.75 4,496,877 826,025 11,564 1,652,050 4,956

家屋 124.41 2,252,947 2,252,947 31,541 2,252,947 6,758

合計 43,105 11,744

区分 面積
（㎡）

評価額 固定資産税 都市計画税

課税標準額 税額 課税標準額 税額

土地 296.00 4,508,672 995,157 13,932 1,990,314 5,970

家屋 100.00 1,658,349 1,658,349 23,216 1,658,349 4,975

合計 37,148 10,945



区分 面積
（㎡）

評価額 固定資産税 都市計画税

課税標準額 税額 課税標準額 税額

土地 222.75 4,496,877 826,025 11,564 1,652,050 4,956

家屋 124.41 2,252,947 2,252,947 31,541 2,252,947 6,758

4 不動産に関する税金
■住宅用地の課税標準の特例（固定資産税・都市計画税）
：住宅用地については、その税負担を特に軽減することとされており、特例措置が適用されます。

固定資産税・都市計画税の課税標準額は下表のとおり算出されます。

【固定資産税の課税標準の計算方法】

1㎡当たりの評価額 ＝ 4,496,877 ÷ 222.75 ＝ 20,188円

200㎡までの課税標準 ＝ 20,188 × 200 × 1/6 ＝ 672,933円 ・・・ ①

200㎡を超える課税標準 ＝ 20,188 × 22.75 × 1/3 ＝ 153,092円 ・・・ ②

課税標準 ＝ ① + ② ＝ 826,025円 12

固定資産税 都市計画税

200㎡までの部分 評価額×1/6 評価額×1/3

200㎡を超える部分 評価額×1/3 評価額×2/3



4 不動産に関する税金

■空き家を解体して更地にした場合（固定資産税・都市計画税）

：家屋を解体した以後は、住宅用地の課税標準の特例が適用されなくなります。

先ほどのケースで、解体前後の固定資産税を比較

解体前 ： 54,000円

解体後 ： 76,000円

13

区分 面積
（㎡）

評価額 固定資産税 都市計画税

課税標準額 税額 課税標準額 税額

土地 222.75 4,496,877 826,025 11,564 1,652,050 4,956

家屋 124.41 2,252,947 2,252,947 31,541 2,252,947 6,758

合計 43,105 11,744

区分 面積
（㎡）

評価額 固定資産税 都市計画税

課税標準額 税額 課税標準額 税額

土地 222.75 4,496,877 4,496,877 62,956 4,496,877 13,490

家屋 0 0 0 0 0 0

合計 62,956 13,490



4 不動産に関する税金

■不動産の売却による譲渡所得に関する税

： 土地や建物の譲渡所得に対する税金として、所得税と住民税が課税されます。

課税譲渡所得金額の計算方法

14

土地や建物を売った年の１
月１日現在で、その土地や
建物の所有期間が５年を超
える場合は「長期譲渡所
得」に、５年以下の場合は
「短期譲渡所得」になりま
す。



4 不動産に関する税金
■マイホームを売った場合の特例（譲渡所得に関する税）
： 自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなって
から３年後が経過する日の属する12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には
特例が受けられます。

(１) 3,000万円の特別控除の特例
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、最高3,000万円が控除されます。

(２) 軽減税率の特例
売った年の１月１日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を

超えている場合は、（１）3,000万円の特別控除の特例を適用した後
の課税長期譲渡所得金額に対して、次のとおり軽減された税率で税
額を計算することになります。

■相続により取得した不動産を売った場合の特例（譲渡所得に関する税）
： 亡くなった人が、相続開始の直前に住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日
から3年後の12月31日までに、
①耐震性のある家(耐震基準適合証明が必要)＋敷地
②家を解体した後の敷地(更地)

を売った場合については、3,000万円の特別控除を受けることができます。
（平成28年4月1日から平成31（2019）年12月31日までの売却に限ります。）

15



4 不動産に関する税金

■贈与税

： 贈与税は、個人から財産をもらったとき（生前）にかかる税金です。
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円

を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円
以下なら贈与税はかかりません（この場合､贈与税の申告は不要です。）。

■夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除（贈与税）

： 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者
控除)できるという特例です。

配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることがで
きません。

16



5 不動産の処分や活用について

■想定される選択肢

① 売却をする

・売却により得た現金を生活資金として活用できる

・空き家の管理をする必要がない

・固定資産税を納付する必要がなくなる

② 空き家を所有したまま、賃貸住宅として活用する

・賃貸住宅としての活用により家賃収入を得ることができる

・修繕費用などの経費がかかる

③ 空き家の状態のまま管理をする

・空き家の管理をする必要がある。

・火災など一定のリスクがある。

17



6 不動産の売却

■実際の不動産取引価格

18

所在地 取引価格 土地面積 建物面積 建築年 構造

北広島市若葉町 900万円 360㎡ 不明 昭和48年 木造

北広島市松葉町 820万円 360㎡ 105㎡ 昭和49年 木造

北広島市山手町 1,300万円 470㎡ 125㎡ 平成3年 木造

北広島市広葉町 2,000万円 330㎡ 185㎡ 平成7年 木造

北広島市里見町 680万円 350㎡ 105㎡ 昭和55年 木造

北広島市東共栄 650万円 250㎡ 120㎡ 昭和58年 木造

北広島市美沢 1,300万円 230㎡ 85㎡ 昭和62年 木造

北広島市稲穂町東 1,200万円 220㎡ 130㎡ 平成8年 木造

北広島市新富町西 880万円 260㎡ 105㎡ 昭和60年 木造

北広島市大曲末広 1,300万円 200㎡ 110㎡ 平成8年 木造

北広島市大曲柏葉 750万円 270㎡ 165㎡ 昭和56年 木造

北広島市大曲南ヶ丘 800万円 250㎡ 115㎡ 昭和58年 木造

北広島市希望が丘 630万円 230㎡ 135㎡ 平成6年 木造

国土交通省 土地総合情報システム 平成29年度データ



【参考】土地の価格
■公示地価
：地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常
な価格を3月に公示するものです。

国が示すガイドラインのようなもので、土地の売買価格の適正水準を示すもの。
【参考】土地総合情報システム（国道交通省）

■固定資産税評価額

：固定資産税の計算をするときに使用するものです。
「固定資産評価基準」という国が定めたガイドラインに基づき、市町村が決定します。
公示地価の約70％が評価額となるよう設定されています。評価は原則3年ごとに見直され、地
価の下落・上昇などにより評価額が増減します。

■路線価

：相続税の計算をする時に使用するものです。毎年7月1日に国税局・税務署で公表されます。
路線価は、公示地価・実勢価格や、不動産鑑定士などの専門家の意見も取り入れながら、公示
地価の80％程度を目安に決定されます。

■実勢価格

：現実に売り買いが成立した価格のことを指します。
【参考】土地総合情報システム（国道交通省）
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6 不動産の売却

■媒介契約

不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、不動産業者（宅建業者）に業務を依頼する契約
のことをいい、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。

・「専属専任媒介」と「専任媒介」は仲介業務を1社にしか依頼できない。

・「一般媒介」は複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。

■売却の方法

□空き家をそのままの状態で売却

・解体等の費用は全て買主の負担となるため、お金の持ち出しがない。

・解体業者の選定などに手間がかからない。

・売却価格は、通常、解体にかかる費用を差し引いて設定することになる。

□空き家を解体して更地として売却

・解体等の費用を一時負担する必要がある。

・解体業者の選定などに手間がかかる。

・購入希望者にとって更地は魅力的であるため、売却の可能性が高まる。
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6 不動産の売却

■解体費用

家屋の構造、大きさ・広さなどによって解体費用は変化する。
また、塀、土間、カーポート、庭木、庭石撤去などの状況によっても変化する。

平成29年度 北広島市空き家等解体補助金対象物件の平均解体費用 ： １４２万３千円

■空き家等解体補助金

北広島市では、土地の有効活用、市内への定住促進を目的に、空き家等の解体費用を補助します。

<主な対象要件>

・ 解体後の土地を、住宅の建設、売却など定住促進に効果があると認められる目的のために活用

・対象空き家等の全部を除却する工事

・解体工事を行うために必要な資格等を有している業者が行う工事

<補助額>

・ 補助対象工事に要する経費の3分の1（上限30万円）
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6 不動産の売却

■不動産仲介手数料

不動産の売却を依頼する不動産会社に支払う報酬

～不動産会社と媒介契約を結ぶことにより、不動産会社は売却するための様々な活動を実施

（物件情報サイトへの掲載、チラシの配布、内覧への立ち合い、売買契約の締結、重要事項の説明）

（例）不動産の売買価格が1,000万円だった場合

200万円 × 5％ ＝ 10万円 ・・・ ①

200万円 × 4％ ＝ 8万円 ・・・ ②

600万円 × 3％ ＝ 18万円 ・・・ ③ ① + ② + ③ ＝ 36万円（税抜）

22



6 不動産の売却

■不用品の処分

処分費用は解体工事費に含まれていないので、そのまま家の中に放置すると、別途費用が

発生する。

自分で処分する場合、粗大ごみ、家電リサイクル対象品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン

等）など、自治体によって処分方法が定められている。再利用できるものであれば、民間リサ

イクル業者等の買取も利用できる場合あり。

また、遺品整理、不用品整理を専門的に行う民間事業者もあります。（有料）

23



最後に

北広島市住み替え支援協議会について

：平成28年(2016年)9月に、官民【市、金融機関（3行）、都市再生機構(UR)、

建設業者（1社）、不動産事業者（6社）】が連携し、協議会を設置しました。

協議会では、それぞれの専門的見地からの意見交換や住み替えの仕組み構築及び

支援方策の検討を行うとともに、住み替えニーズに対応するために連携を行っています。

24

住み替えのこと、既存住宅のことに関する相談につきましては、

お気軽に市役所にご連絡ください。

北広島市役所 市民環境部

災害復興・市民参加室 災害復興・市民参加課

TEL 011-372-3311（内線3642）



平成 30 年度 北広島市住み替え支援協議会 

資料６ 

北広島市空き家相談会（案）                    

平成 31年 2 月 北広島市 
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